
WHO福島報告書（2/4）
実効線量推計方法

実効線量推計のポイント

被ばくの経路

国際機関による評価

• 外部被ばく及び吸入摂取による内部被ばく線量は、地表面沈着の測定
データから算出

• 経口摂取による内部被ばく線量は、食品の測定データから算出
• 20km圏内は推計対象外
• 計画的避難区域は、事故後4か月間滞在と仮定

全ての主要な被ばく経路を仮定
• グラウンドシャイン※1からの外部被ばく
• クラウドシャイン※2からの外部被ばく
• 吸入摂取による内部被ばく
• 経口摂取による内部被ばく
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WHO福島報告書（3/4）
住民の健康リスク評価のまとめ

リスク評価の前提

結果

まとめ

国際機関による評価

• 放射線発がんにはしきい線量がないものとし、固形がんについては直線型、白
血病については直線-二次曲線型の線量反応を採用

• 線量・線量率効果係数（DDREF）は、適用せず

• 住民の被ばく線量は、あらゆる確定的影響のしきい値を下回っている
• 被ばく線量が最も高かった地域においても、小児甲状腺がんを含む、がん・白
血病のリスクの増加は小さく、自然のばらつきを越える発生は予想されない

• 被ばくによる遺伝性影響のリスクは、がんのリスクよりもはるかに小さい
• 結果として､ 放射線に関連する疾患の過剰発症を検出できるレベルではない

• 本報告書にあるリスクの数値は、リスクの程度を大まかに把握するためのも
のであり、将来の健康影響を予測するものではない
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